
むつ市景観計画「景観形成について」
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～地域の個性を活かし自然とまちに新たな価値をつくり

人々が行き交うにぎわいある景観形成～
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行為の種類 行為の規模

建築物の新築、増築、改築若しくは移転
‰ 13m ὺ
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建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
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良好な景観形成のための行為の制限に関する事項
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行為の種類 届出の対象

工
作
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し
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転
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工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え

又は色彩の変更
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都市計画法第4条第12項に規定する開発行為
3000m2

‰ m͑

土石の採取、鉱物の採掘その他の土地の形質の変更
3000m2

‰ m͑

屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積
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水面の埋立て又は干拓
3000
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良好な景観形成のための行為の制限に関する事項
“Ӯ ẉ ṛ ˢ ᾉὂḢὓᵊ ˣ

̞ Ⱬ ᾉὂḢὓᵊ Ӱ



13

良好な景観形成のための行為の制限に関する事項
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共通事項

１ 地域の特性を考慮し、周辺景観との調和に配慮すること。

２ 大規模行為の行為地（以下「行為地」といいます。）の選定に当たっては、自然や歴史的・文化的遺産等の地

域の良好な景観資源を保全するとともに、主要な視点場からの眺望の妨げにならないよう配慮すること。

３ 行為地について、良好な景観の形成に関する基本方針その他これに類する計画、基準等を定めた場合は、その

内容に適合するよう配慮すること。

４ 施設等をライトアップする場合には、周辺への影響に配慮しつつ、夜間における良好な景観を創出するよう配慮

すること。

５ 行為地について、良好な景観の形成に関する協定等がある場合は、その内容に適合するよう配慮すること。



建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替若しくは色彩の変更又は工作物の新設、

増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替若しくは色彩の変更

位置、規模並び

に形態及び色彩
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良好な景観形成のための行為の制限に関する事項
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土石の採取又は鉱物の掘採
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良好な景観形成のための行為の制限に関する事項
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大規模行為の色彩基準

色彩基準
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屋外広告物に関する事項

～青森県屋外広告物条例の適用を継続～
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景観形成実現化に向けて
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